
1　総括

　(1) 人件費の状況(普通会計決算)

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

　(2)職員給与費の状況(普通会計決算)

(参考)一人当たり

　　　　　千円

1　職員手当には、退職手当を含みません。

2　職員数は、平成24年4月1日現在の人数です。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。

　(3)特記事項

(給与減額の状況)

国の要請等を踏まえた減額措置の取組

　(４） ラスパイレス指数の状況(一般行政職員　各年4月1日現在)

1

「参考値」は、国家公務員の時限的な(2年間)給与・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合の値です。

人件費

49,767,771

期末・勤勉手当

7,793,389

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を
を補正し、国の行政職俸給表（Ⅰ）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

6,399,623

平成25年4月1日～平成27年3月31日

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

一人当たり給与費給与費 B/A

千円

6,986

区　分

　　計　　Ｂ

2

減額実施期間

　　　　　　Ａ

(注)

人

20,100,826

職員数

千円

平成
24年度

平成
24年度 4,909

(注)

千円

6,783

実施済

減額措置の内容

(給料)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成25年4月1日時点ラスパイレス指数)
　 局長・部長級6%                                                                                      　　102.7(ラスパイレス指数 94.9)
　 課長級4.8%
　 課長補佐級以下3～2%

堺市の給与・定員管理等について

千円

給　 料 職員手当

区　分

千円

住民基本台帳人口

　　(平成24年度末)

人

837,668

34,293,838

(参考)

平成23年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

14.9

人件費率

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

14.4

歳出額　

345,105,014 1,540,990

実質収支

(参考)政令指定都市平均

(H20.4.1) 

98.3  

(H20.4.1) 

101.6  

(H25.4.1) 

102.7  

(H25.4.1) 

109.1 

(H25.4.1) 

※参考値 

94.9  

(H25.4.1) 

※参考値 

100.8 

(H25.7.1) 

102.5  

(H25.7.1) 

105.6 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

堺市 政令指定都市平均 
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　(4)給与改定の状況

①月例給

「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給(期末・勤勉手当)

3.95

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況(全会計)

　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成25年4月1日現在)

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

―

44.6歳

53.7歳

―

―

―

―

※ 端数処理の関係で、総務省が公表する数値と異なる場合があります。

※

※

※

対応する民間の
類似職種

民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)において公表されている大阪府(大阪府のデータがない区分については全国)のデータ
(平成21年度から平成23年度までの3ヶ年平均)を記載しています。

年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間におい
ては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区分

337,314円

340,557円

―1,384人 322,165円 405,330円 376,068円 ―

改定なし

勧　告

(改定率)

0.39%

人事委員会の勧告

人事委員会の勧告

年間支給月数

0.39%

給与改定率

B

月

(減額前)398,673円

(減額後)387,618円
400,234 円

民間給与 公務員給与

(減額後)12,616円(3.25%)

1.79

49.9歳

398,527円51.8歳

―

公務員
(Ｃ)

区分

―

国

参考

49人

―

718人

272,119(286,850)円

302,563円 386,776円

3,272人

6,494.6 2,809.4

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

47.1歳

121人

「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

月

公務員の
支給月数　B

較差

A-B

(減額前)1,561円(0.39%)

支　給　月　数A-B

較　差

430,688

0.02

区　　分 平均給与月額平均給料月額

(参考)

国　の　改　定　率

(参考)

国　の　年　間

―

平成
25年度

勧　告

(改定月数)

平均給与月額
(国ベース)

393,897円

389,484円

用務員

307,220(332,446)43.1

(注)

3.95

平均給料月額

54.0歳

月

444,831

380,336円

―

平均給与月額

3.97

377,026316,921

―

堺市 42.8

391,372

―

廃棄物処理業従業員

353,592円 ―

52.5歳

329,455円51.5歳

大阪府 42.9 307,317 413,633 361,072

平均給与月額
(B)

堺市

うち清掃職員 28人

44人

平均年齢

― ―

1.58

1.99

うちその他

大阪府

国

―

335,311円

年収ベース(試算値)の比較　(千円)

うちその他

公　　　　務　　　　員

職員数
平均給与月額

(A)

332,553

376,257(405,463)

政令市平均 42.3

―

うち用務員

政令市平均

458,433円

403,186円

堺市

49.9歳 309,534(325,400)円 ―

7,139.8

―

―

2.31

6,494.8

Ｃ/Ｄ

うち清掃職員 3,980.6

―

290,600円

202,700円

―

―

―

―

月

改定なし

月

3.95

民間の
支給割合　A

区　　分

(注)

平成
25年度

参考

A/B

A

うち用務員

406,551円

民間
(D)

(国比較ベース)
平均年齢

区　　分

平均年齢

417,345円

民　　　　間
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　　　③教育職　高等学校

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　④教育職　幼稚園

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1

2

3

　(2) 職員の初任給の状況(平成25年4月1日現在)

(注) 国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値(減額前)です。

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成25年4月1日現在)

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※技能労務職の経験年数１０年付近には、該当職員なし。

円

140,165 円

144,530 円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の平均月額を合計したものであり、地方公務員
給与実態調査において明らかにされているものです。
また、「平均給与月額(国　比較ベース)」は、国家公務員の平均給与月額は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出して
います。
国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国　比較ベース」）」の括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値
（減額前）です。

130,656(137,200)

193,709 円

193,709 円

150,253 円

円

経験年数20年

365,498

技能労務職

中　学　卒 123,038(129,200)

―

円

円

336,814 円

311,272 円

133,278 円

大阪府

平均年齢

480,779

282,980堺市

43.9

平均年齢

区　　分

政令市平均

133,418(140,100)

一般行政職

―

大　学　卒

円

大　学　卒

278,856

高等学校

円

―

高　校　卒

円

円

大　学　卒

高　校　卒

163,987(172,200)

144,256

短　大　卒

円

高　校　卒

248,162

教　育　職
193,709

341,796

299,467

教　育　職
高等学校

政令市平均 369,90139.3 316,919

386,721

37.9 342,241

455,942

平均給料月額

46.4 393,499

区　　分

49.3

341,590 418,039

国

147,294

大　学　卒

円

平均給与月額

大阪府 40.8 318,978

経験年数10年

－

教　育　職
幼稚園

223,269

295,050

高　校　卒

大　学　卒

堺　　市

150,253

193,709

大　阪　府

円

175,714

130,928

円

経験年数30年

392,525

365,044

316,026

401,419 円

区　　　　　分

円

円

技能労務職

区　　　　分

平均給料月額 平均給与月額

360,065

経験年数25年

343,180 375,570 円

173,436

　堺市

「平均給料月額」とは、基本給(給料表における給料月額)の平均月額です(教育職については、教職調整額を含む)。

円

一般行政職
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3　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(平成25年4月1日現在)

1　堺市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数(高等学校事務職員を除く)です。

　　 2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

平成25年4月に10級制から9級制に変更しています（旧10級及び新9級の該当者はなし）。

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

　(2) 昇給への勤務成績の反映状況(一般行政職)

　 1 昇給日前1年間の勤務状況をもとにした所属長による昇給判定と、勤務実績に基づく3区分の昇給を行っています。

2 昇給区分

新給料表7級

新給料表5級

新給料表4級

新給料表3級

新給料表2級

新給料表1級

新給料表6級⇒

主事・技師

358,600円26.0%

(注)

483,400円

0.8%

最高号給の給料月額

392,500円

461,100円

404,900円

313人

区　　分

75人

6　　級

7　　級

旧給料表5級

旧給料表1級

良好でない昇給しない

2号給

【参考】

8　　級

2.6%

10.9%

4　　級

2.2%

746人係長・主査・主任

699人

備考

380人

主事・技師

24人

(注)　

困難課長補佐・困難主幹

24.4%

新給料表9級

新給料表8級

旧給料表6級

旧給料表3級

旧給料表2級

旧給料表4級

563人

課長・参事・副理事

部長・副区長・理事

55歳以上

1号給

2　　級

監・局長・区長・理事(局長級)

64人

3　　級

55歳未満
区分

2号給

昇給しない

昇給する号給数

1　　級

良好

やや良好でない

構成比

課長補佐・主幹・困難係長・困難主査

1(標準)

2

3

1号給の給料月額

292,400円

265,000円

225,900円

188,200円

136,100円

旧給料表10級

旧給料表9級

旧給料表8級

旧給料表7級

4号給

543,100円

5　　級 13.3%

標準的な職務内容

19.7%

469,900円

416,400円

323,600円

311,400円

246,000円

職員数

3.5% 
3.2% 2.6% 

21.4% 23.8% 24.4% 

29.0% 26.4% 26.0% 

15.2% 
19.3% 19.7% 

14.7% 
13.4% 13.3% 

8.5% 
7.4% 10.9% 

4.1% 3.5% 
2.2% 

 

2.4% 
 

2.2% 

 

0.8% 1.2% 
0.9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５年前の構成比 １年前の構成比 平成２５年の構成比 

１０級 

９級 

８級 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 
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4  職員の手当の状況

　(1) 期末手当・勤勉手当（平成25年4月1日現在）

1人当たり平均支給額(平成24年度 普通会計決算) 1人当たり平均支給額(平成24年度 普通会計決算)

千円 千円

(平成24年度支給割合) (平成24年度支給割合) (平成24年度支給割合)

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分 1.35 月分  月分

( )月分 ( )月分 ( )月分 ( 0.65 月分 )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　　 5～20％ ・役職加算　 　5～20％

・管理職加算　なし ・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職)

管理職については、勤務成績の評定を成績率に反映させています(非管理職については、平成25年12月支給分から反映を行っています)。

　(2) 退職手当(平成25年7月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 病気特別退職時2％加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2％～20％加算)

1人当たり平均支給額(平成24年度実績)　　　　 1人当たり平均支給額(平成23年度実績)　　　　

千円(自己都合) 千円(自己都合)

千円(定年) 千円(勧奨)

千円(定年)

注 1 本市の退職手当の1人当たり平均支給額は、24年度中に退職した全職種にかかる職員に支給された事由別の平均額（普通会計　教職員除く）です。

2 国の支給実績は、総務省「退職手当の支給状況（平成23年度退職者）」によります。

　(3) 地域手当(普通会計)

(平成25年4月1日現在)

支給実績(平成24年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算) ※ 円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

※ 外郭団体等への派遣職員を除く職員の平均支給額です。

　(4) 特殊勤務手当(一般会計)

(平成25年4月1日現在)

支給実績(平成24年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合(平成24年度) ％

手当の種類(手当数）  種類

 月分

144,545

2,132,868

18

15

10

支給対象地域

18

国の制度(支給率)

6

55.86

東京都特別区(東京事務所)

34,931

23.03

15

38.955

386,950

46.55

100,378

26

55.86

3,643

24,248

32.83

23.03

55.86 55.86

支給率

本市(医師)

28.7875

23

14

1,414

堺　市

大　　　　　阪　　　　　府

1,592

)月分

2.60

支給対象職員数

1.45

国

1.35

（0.651.45

堺市 国

2.60

(1.45)

―

52.43

5,492

13,202

(注)

10本市(医師を除く)

55.86

32.83

0.65

1.35

28.7875

46.55

2.60

25,028

38.955
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左記職員に対する支給単価

(3)クリーンセンター管理課に勤務する職
員並びに市長が認める職員

斎苑業務手当

生活福祉部(生活援護管理課に限る)、長
寿社会部、障害福祉部(障害施策推進課
及び障害者支援課に限る)又は保健福祉
総合センター(保健センターを除く)に勤務
する職員

(4)クリーンセンター管理課、東工場、南工
場、浄化ステーション又は自治推進課に
勤務する職員並びに市長が認める職員

用地交渉等手当

(2)食品衛生課に勤務する職員

(2)地域整備事務所又は自転車対策事務
所に勤務する職員

危険作業従事手当

社会福祉等業務従事手当

健康部、保健センターに勤務する職員

(1)生活援護第一課、生活援護第二課及
び生活援護課に勤務する右記業務に主
務者としてもっぱら従事する職員

支給実績
(平成24年度決算)

(4)日額　300円

日額　230円

410円～1,100円

手当の名称 主な支給対象職員

(1)動物指導センターに勤務する職員

(3)日額  290円

(2)子ども相談所に勤務し、右記業務に従
事するもの

行旅死病人取扱業務手当

防疫等作業手当

放射線取扱手当

市税等事務従事手当

(3)感染症(三類感染症、四類感染
症及び五類感染症を除く)の患者
の救護等の業務

(4)害虫、ねずみ等に関する苦情相
談、指導啓発若しくは駆除又は浸
水等による消毒に関する業務

エックス線その他の放射線を取り扱
う業務

14,325千円

市税又は国民健康保険に関する
事務業務

正規の勤務の全部又は一部が深
夜において行われる業務

(1)社会福祉法第15条第3項若しく
は第4項に規定する業務に専ら従
事するもののうち、生活保護法第27
条又は第27条の2に規定する業務

(2)児童福祉法第11条第1項第2号
の事務業務

行旅病人又は行旅死亡人の救護
及び収容等の業務

(1)診察の立会い

(2)緊急措置入院のための移送業
務

(3)医療保護入院等のための移送
業務

(1)狂犬病の予防等に関する業務

(2)と畜検査の業務

日額　250円

行旅病人の場合　1件　　800円
行旅死亡人の場合　1件　2,000
円

日額　300円

(1)日額　300円又は500円
保護収容等　1件　300円又は
1,000円

(2)日額　400円

環境事業業務従事手当

精神保健福祉等業務従事手当

健康部又は保健センターに勤務する職員

(1)廃棄物の収集運搬に関する業
務

(1)税務部又は債権回収対策室に勤務す
る職員

用地第一課又は用地第二課に勤務する
職員又は任命権者が認めるもの

右記業務に従事する職員

(3)(4)地域整備事務所、自転車対策事務
所又は公園事務所に勤務する職員及び
教育委員会が定める職員

(2)保険年金課、地域福祉課(収納対策業
務に従事する職員に限る)又は保険徴収
医療課に勤務する職員その他市長が認め
る職員

(1)検査又は調査　日額　250円
　　徴収　日額　250円
　　差押　1件　250円

(2)徴収　日額　250円
    差押　1件　250円

(3)健康部及び保健センターに勤務する職
員

10,751千円

(1)公園事務所に勤務する職員及び教育
委員会が定める職員

(2)廃棄物の焼却又はし尿、汚泥の
処理等に関する業務

斎苑に関する業務

10千円

12,151千円

36千円

3,286千円

夜間特殊業務手当

(1)環境事業所に勤務する職員

(2)クリーンセンター管理課、南工場及び
東工場に勤務する職員

(4)健康部に勤務する職員で右記業務に
従事する職員

斎場に勤務する職員

(4)廃棄物の収集、焼却又はし尿、
汚泥の処理等に関する業務

106千円

369千円

497千円

主な支給対象業務

(1)地上又は水面上の足場が不安
定であり、かつ、墜落の危険が特に
著しい箇所で行う業務

(2)交通遮断することなく行う、道路
(一般交通の用に供されている車両
の通行のための道路に限る。)の維
持修繕等の業務

(3)チェーンソー、刈払機その他こ
れらに類するものを使用する業務

(4)シンナーその他の有機溶剤等の
薬剤を使用する業務

963千円

日額 300円又は500円
炉使用　1件　1,000円

(1)日額　1,000円
　　半日　500円

(2)(3)(4)日額　300円

日額　650円(深夜の場合その額
に50/100を加算)

日額　100円

(3)専ら廃棄物の処理又は資源化
処理業務

事業に必要な土地の取得等に関し
て、権利者と直接面談により交渉等
を行う業務

2,278千円
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左記職員に対する支給単価

活動手当

2,098千円

26,131千円

9,847千円

71千円夜間教育等勤務手当 (2)夜間中学に勤務する校長又は教頭

隔日勤務等従事手当

教員特殊業務手当

(5)入学試験に係る受験生の監督、
採点又は合否判定の業務で週休
日等に行うもの

(1)本務として夜間学級で行う教育
又は養護の業務

(2)夜間学級に係る業務を本務とす
るものが、夜間学級に係る公務の
整理等を行う業務

消防職員のうち右記業務に従事する職員

高等学校、幼稚園又は特別支援学校に
勤務する管理職以外の教育公務員

消防職員で右記業務に従事する職員

(1)消防職員のうち救急救命士の資格を有
する職員で、救急自動車に乗車する職員

機関手当

海技手当

主な支給対象職員

消防職員のうち右記業務に従事する職員
として所属長から指名された職員

消防職員のうち右記業務に従事する職員

救助隊員手当

調査手当

高所作業手当

指令管制手当

(1)救助活動に従事する特別高度救助隊
又は高度救助隊に属する職員

(2)消防署において救助活動に従事する
職員として所属長が選任する職員

査察等の手当

警防課、予防部、消防署に勤務する職員

消防職員で右記業務に従事する職員

(2)上記以外の救急隊員で、救急自動車
に乗車する職員

通信指令課に勤務する職員

手当の名称

消防職員で右記業務に従事する職員

救急手当

消防艇に乗り組み、操舵員又は機
関員の業務

指令管制業務

火災原因等の調査業務

救急業務

はしご付消防自動車、はしご水槽
付消防ポンプ自動車等に乗り組
み、高所において消火及び救助等
の業務
(1)救助工作車又は特殊災害対応
自動車に乗り組む業務

(2)本署及び消防分署に配置され
ている水槽付消防ポンプ自動車又
ははしご水槽付消防ポンプ自動車
に乗り組む業務

(2)日額　120円

消防用自動車等の運転業務等

主な支給対象業務

8,883千円

2,878千円

6,380千円

67千円

744千円

316千円

619千円

日額　120円

日額　120円

日額　120円

(1)日額　350円

(2)日額　120円

日額　60円

(1)日額　240円

(4)日額　2,800円～3,700円

支給実績
(平成24年度決算)

日額　120円～240円

(2)修学旅行、林間・臨海学校等に
おいて児童又は生徒を引率して行
う指導業務で泊まりを伴うもの

(3)対外運動競技等において児童
又は生徒を引率して行う指導業務
で泊まりを伴うもの

(4)学校の管理下において行われる
部活動における児童又は生徒に対
する指導業務で、週休日等に行う
もの

(2)救急活動

(3)潜水活動

正規の勤務時間が午前9時から翌
日の午前9時までに割り振られた業
務

(1)学校の管理下において行う非常
災害時等の緊急の業務で次に掲
げるもの

イ非常災害時における児童(幼児を
含む)若しくは生徒の保護又は緊急
の防災若しくは復旧の業務

ロ児童又は生徒の負傷、疾病等に
伴う救急の業務
ハ児童又は生徒に対する緊急の補
導の業務

41,739千円

(2)1回　100円又は510円

(3)1回　1,000円

1当務　520円

(1)日額

イ　 3,200円～12,800円

ロ、ハ　 3,000円～6,000円

(2)日額　3,700円

(3)日額　3,700円

日額　100円

(1)1回　400円(3時間を超える場
合にあっては3時間を超える1時
間につき100円を加算)

消防法、火薬類取締法、高圧ガス
保安法若しくは液化石油ガスの保
安の確保及び取引の適正化に関
する法律に規定する立入検査、完
成検査等の業務又は都市計画法
等に基づく開発指導等に関する検
査業務

(1)消防活動

(5)日額　900円

(1)日額　1,500円

(2)日額　1,200円

(1)夜間中学に勤務する主幹教諭、指導教
諭、教諭・養護教諭・助教諭・養護教諭又
は講師
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　(5) 時間外勤務手当(普通会計)

支給実績(平成24年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算)

支給実績(平成23年度決算)

職員1人当たり平均支給年額(平成23年度決算)

※ 管理職員及び外郭団体などへの派遣職員を除く職員の平均支給額です。

　(6) その他の手当(平成25年4月1日現在)

5,492

支給職員1人当たり
平均支給年額

(平成24年度
普通会計決算)

勤務1時間当たりの支給額×25/100

479,109

280,165

異なる

円227,422

205,400

136,664

807,941

484,527

65,104

422,462

284,902 千円

千円

千円

そ
の
他
の
扶
養

親
族

支給実績
(平成24年度普通会計決算)

円

円

円

円

円

円

千円

千円

千円

千円

通勤手当

住居手当

13,000

月額12,000円を超える家賃を払っている者　月
額100円～27,000円

同じ

同じ

勤務1時間当たりの支給額×135/100

夜間勤務手当

休日勤務手当

管理職手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
(1)交通機関等の利用者　6ヶ月定期代相当額
を6ヶ月毎に支給(月額55,000円限度)
(2)自動車等の使用者　距離に応じて支給
(3,000円～24,500円)
(3)徒歩通勤者　支給しない

異なる

・局長  91,000円
・理事(局長級)   87,000円
・部長  83,000円
・理事  79,000円
・課長  66,000円
・参事  62,000円
・総括指導主事  58,000円

官署を異にする異動又は在勤する官署の移転
に伴い、転居し、やむを得ない事情により同居
していた配偶者と別居し、単身で生活すること
を常況とし、距離制限(60km)を満たす職員

714,204

23,763

国は、(2)について2,000～
24,500円を支給

国は、管理又は監督の地位
にある者に対して組織・官
職に応じて139,300～
46,300円を支給

同じ

扶養手当

1人につき

配偶者がいない1人目

満16歳から22歳の加算

同じ

千円

千円

千円

千円※

6,500

333

1,646,840

国の制度と
異なる内容

同じ

配偶者

国の制度
との異同

円

※

11,000

5,000

1,692,715

単身赴任手当

595,163

手　当　名 内容及び支給単価

336
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5　特別職の報酬等の状況(平成25年4月1日現在)

(参考)政令市における最高／最低額

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

　　(平成24年度支給割合)

月分

　　(平成24年度支給割合)

月分

　　 (算定方式) (1期の手当額) (支給時期)

給料月額×在職月数×50/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×36/100 円 任期毎

(注)  1 (　)内は、減額措置適用前の額。

市長・副市長：平成24年7月から平成27年6月まで減額措置を実施しています。

議会議員：平成25年7月から平成27年4月まで減額措置を実施しています。

2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年＝48月) 勤めた場合における退職手当の見込額です。

支給職員1人当たり
平均支給年額

(平成24年度
普通会計決算)

支給実績
(平成24年度普通会計決算)

90,819

3.95

千円

千円

議 員

産業教育手当

管理職員特別勤務手
当

―

807,500(850,000)

510,000

206,146

344,119

54,275

17,107,200

市 長

副 市 長

副 議 長

― 千円

3.95

市 長

義務教育諸学校の教職員に支給(高等学校教
職員は権衡職員として支給)
職務の級及び号給に応じて定める額

給

料

952,000(1,190,000)

・危機管理に伴う宿日直　6,700円
・上記以外の宿日直　　　2,200円
・勤務時間が5時間未満の場合　上記金額の
50／100

課長相当職以上が、臨時又は緊急の必要その
他の公務の運営の必要により、週休日又は休
日に規則で定める業務に従事した場合

10,000円(6時間を超える場合　15,000円)

国の制度
との異同

28,560,000

備　　　　考
・市長の退職手当については、現市長の現任期中は不支給としています。
・副市長の退職手当については、平成22年1月1日以降、当該副市長の任期に係る退職手当は不支給としています。

1,061,000

953,000

―

退
職
手
当

500,000

500,000

議 長 902,500(950,000)

工業に関する課程を置く高等学校教育職員に
支給
月額　21,000円(定時制通信制教育手当を受
けるものについては13,000円)

義務教育等教員特別
手当

定時制通信教育手当

期
末
手
当

議 員

議 長

741,000(780,000)

報

酬

市 長

副 市 長

1,428,000

定時制の課程を置く高等学校教職員に支給
日額　1,500円

異なる

副 議 長

給　　　　　　　料　　　　　　　月　　　　　　　額　　　　　　　等

千円

千円

500,000

810,000

500,000

1,179,000

14,383

―

内容及び支給単価

国は、勤務1回につき18,000
～6,000円を支給

国の制度と
異なる内容

6,539

―

国は、日直勤務又は宿直勤
務を命ぜられた職員に対し
て勤務1回につき30,000～
4,200円を支給

円

円

11,730異なる

1,148,000

14,453

円

8,452

円

円

―

副 市 長

宿日直手当

手　当　名

区　　　分

861,300(990,000)
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6　職員数の状況

　(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

1　職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

2　[     ]内は、条例定数の合計です。

　(2)年齢別職員構成の状況(平成25年4月1日現在)

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年
増減数

土木 606 590 △ 16 事務の統廃合等による減員

66

民生 985 974 △ 11 体制の見直しによる減員

衛生 642 632 △ 10 体制の見直しによる減員

主な増減理由
平成24年 平成25年

議会 27 27 0

総務 727 729 2 組織体制の強化による増員

税務 237 235 △ 2

普
通
会
計
部
門 計 3,338 3,301 △ 37

＜参考＞

39.41

（類似団体の人口１万人当りの職員数 46.68

教育部門 662 643 △ 19 組織再編・体制の見直しによる減員

消防部門 910 909 △ 1 組織体制の見直し・退職不補充による減員

一
般
行
政
部
門

体制の見直しによる減員

労働 9 9 0

農林水産 39 39 0

商工 66

小　計 4,910 4,853 △ 57

＜参考＞

57.93

（類似団体の人口１万人当りの職員数 68.24

水道 255 248 △ 7 事務の委託化・体制の見直しによる減員

下水道 241 234 △ 7 事務の委託化・体制の見直しによる減員

小　計 652 631 △ 21

合　　計
5,562 5,484 △ 78 ＜参考＞

[5,754］ [5,754］ 65.47

(注)  

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

その他 156 149 △ 7 事務の統廃合等による減員

0

0

5

10

15

20

25

14 175 449 523 513 495 658 591 621 538 890 17

構成比 

５年前の構成比 

% 

17 5,484495 658 591 621 538 890

人 人 人 人 人

14 175 449 523 513
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳
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　(3)職員数の推移

(単位：人・%)

人( ％）

人( ％）

人( )

人( ％）

人( ％）

人( ％）

1　職員数は一般職（常勤の教育長を含む。）に属する職員数で、国が実施する地方公共団体定員管理調査の数値です。

2　平成20年10月に市消防局が設置されたことにより、消防部門の職員数が増加しています。

909

4,965

1,291

6,256

平成24年 平成25年

3,301

643

909

4,853

631

5,484

3,338

662

910

4,910

652

5,562

(注)

普通会計計 4,664 5,402 5,127 189 4.1

公営企業等会計計 1,291 1,286 1,282

　　　　　　　　　　　年　　度

部　　門
平成20年 平成21年 平成22年

過去5年間
の増減数(率)

一般行政 3,829 3,680 3,491 ▲ 528 ▲ 13.8

教　育 835 786

消　防 ― 936 914

総合計 5,955 6,688 6,409 ▲ 471 ▲ 7.9

722 ▲ 192 ▲ 23.0

平成23年

3,374

682

▲ 660 ▲ 51.1
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7　公営企業職員の状況

　(1) 水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

(注)資本勘定支弁職員にかかる職員給与477千円を含みません。

　　計　　Ｂ 　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は平成25年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成25年4月1日現在)

歳 円

政令指定都市平均(水道事業) 歳 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(平成24年度支給割合) (平成24年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(平成25年7月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合） 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

千円(定年)

退職手当の1人当たり平均支給額は、平成24年度に退職した職員に支給された平均額です。

1,719,552

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員給与費比率

給与費 B/A

一人当たり

区　分 総費用

(注)

1,029,728 282,595

32.83

1人当たり平均支給額(平成24年度)

1,471

0.65

21,407 13,202

24,248

1.45

23.03

25,755 千円(定年)

55.86

病気特別退職時2％加算

堺市(普通会計)

純損益又は実質収支

総費用に占める

千円　

職員給与費
23年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

平成
24年度

める職員給与費比率

414,822

256

1,414

堺市（水道事業）

　　　　千円 千円　 ％ ％

15,801,333 1,978,709 12.5 15.5

区　分
職員数

Ａ 給　 料 職員手当

千円

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

平成
24年度

人

(注)

千円 千円

6,717

　　　　　千円

期末・勤勉手当

407,229

(参考)政令指定都市平均

一人当たり給与費

千円

6,936

千円

堺市(水道事業) 43.6 548,947

44.8 562520

368,625円

375,825円

堺市(水道事業)に同じ
46.55 55.86

52.43

病気特別退職時2％加算

(注)

(注)

堺市(水道事業) 堺市(普通会計)

1人当たり平均支給額(平成24年度)

2.60 1.35
堺市(水道事業)に同じ

28.7875

38.955
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ウ　地域手当

(平成25年4月1日現在)

支給実績(平成24年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当(平成25年4月1日現在)

オ　時間外勤務手当

支給実績(平成24年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算) 千円

支給実績(平成23年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(平成23年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

千円322支給実績(平成24年度決算)

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算)

職員全体に占める手当支給職員の割合(平成24年度)

手当の種類(手当数)

円

11

2

手当の名称

115,855

82,635

281

(注)

支給対象地域

業務に従事した日1日につき
250円

支給率

堺　　　市 10

10,071

主な支給対象職員

営業課職員 277 千円

千円45

ア　正規の勤務時間が深夜の全部を含む業
務である場合　従事した勤務1回につき1,100
円
イ　正規の勤務時間が深夜の一部を含む業
務で、その深夜における勤務時間が2時間以
上である場合　従事した勤務1回につき730
円
ウ　正規の勤務時間が深夜の一部を含む業
務で、その深夜における勤務時間が2時間未
満である場合　従事した勤務1回につき410
円

左記職員に対する支給単価

種類

夜間特殊業務手当 配水管理課職員

68,417

405,087 円

286 10

239

水道料金、下水道料金等の滞納
金の徴収に関する業務に従事す
る職員

正規の勤務の全部又は一部が深
夜(午後10時から翌日の午前5時ま
で)において行われる業務に従事
する職員

支給実績
(平成24年度決算)

料金等事務従事手当

主な支給対象業務

％
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カ　その他の手当(平成25年4月1日現在)  

　(2) 下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況(決算)

　(参考)

(注)資本勘定支弁職員にかかる職員給与426千円を含みません。

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　　

1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は平成25年3月31日現在の人数です。

職員数 (参考)政令指定都市平均

給　 料 職員手当

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

　　　　千円 千円　

　勤務1時間当たり
　の支給額×25/100

同じ 千円

千円

夜間勤務手当

Ｂ　

　　　同じ

満16歳から22歳の加算

配偶者

1人につき

配偶者がいない1人目

23年度の総費用に占

そ
の
他
の
扶
養
親

族

Ａ  

(平成24年度決算)

・局長  91,000円
・理事(局長級)  87,000円
・部長  83,000円
・理事  79,000円
・課長  66,000円
・参事  62,000円

同じ 19,977

期末・勤勉手当

　　　　　千円

394,151

1,205,931

13,000

6,500

5,000

6,959

％ ％

円

円

円

円

22,765,813

243,547

2,201,654 9.6

職員給与費比率

768,346

平成24
年度

千円　

住居手当
月額12,000円を超える家賃を払っている者
　　月額100円～27,000円 同じ

区　分 総費用
純損益又は実質収支

職員給与費
総費用に占める

一般行政職
の制度との
異同

千円

同じ 39,211 千円扶養手当

996,720 277,648 1,668,519

11,000

Ａ

人

235

一人当たり

　　　給与費 　B/A

千円

7,100

6,800136

平均支給年額

一人当たり給与費

11.9

　　計　　Ｂ

円

管理職手当

区　分

内容及び支給単価 支給実績
(平成24年度決算)

平成24
年度

(注)

13,237 千円 200,561

通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
1． 交通機関等の利用者
　6ヶ月定期代相当額を6ヶ月毎に支給(月額
55,000円限度)
2． 自動車等の使用者　距離に応じて支給
　(※3,000円～24,500円)
3． 徒歩通勤者
　支給しない

一般行政職の制度と異
なる内容

支給職員1人当たり

手　当　名

千円千円 千円 千円

37,477 千円 139,840
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② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成25年4月1日現在)

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

(平成24年度支給割合) (平成24年度支給割合)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

( )月分 ( )月分

(加算措置の状況) (加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 堺市(下水道事業)に同じ

・役職加算　　5～20％

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当(平成25年7月1日現在)

(支給率)　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 (支給率)　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円 (自己都合) 1人当たり平均支給額　　　　 千円(自己都合)

千円 千円(定年)

退職手当の1人当たり平均支給額は、平成24年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

(平成25年4月1日現在)

支給実績(平成24年度決算) 千円

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算)

支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当(平成25年4月1日現在)

政令指定都市平均(下水道事業) 45.2

1.45 0.65

32.83

46.55

55.86

2.60 1.35

手当の種類(手当数)

24,832

405,197

堺　　　市

支給職員1人当たり平均支給年額(平成24年度決算)

堺市(下水道事業)に同じ

(注)

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

23.03

堺市(下水道事業)に同じ

病気特別退職時2％加算 病気特別退職時2％加算

0

(定年)

千円

円

％

種類

55.86

(注)

116,693

円

支給対象地域 支給率

10 288 10

支給実績(平成24年度決算) 6,753

職員全体に占める手当支給職員の割合(平成24年度)

52.43

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

47.7 391,894 586,086

384,179 578,377

(注)

堺市（下水道事業） 堺市(普通会計)

1,447 1,414

13,202

24,248

1人当たり平均支給額(平成24年度) 1人当たり平均支給額(平成24年度)

堺市(下水道事業)

49,654

47

2

28.7875

38.955
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オ　時間外勤務手当

支給実績(平成24年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成24年度決算) 千円

支給実績(平成23年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額(平成23年度決算) 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当(平成25年4月1日現在)  

268

340

水道料金、下水道料金
等の滞納金の徴収に関
する業務に従事する職
員

次に掲げる作業に従事
する職員
ア　下水処理施設又は
下水ポンプ施設での下
水の処理作業
イ　下水道の修繕又は清
掃
ウ　下水管きょ等からの
採水業務

千円

千円

7

6,746

左記職員に対する支給単価

業務に従事した日
1日につき250円

作業に従事した日
1日につき300円

料金等事務従事手当 給排水設備課職員

環境事業業務従事手当
下水処理場・下水道管理事務所・下水道
水質対策課職員

77,337

主な支給対象業務 支給実績手当の名称 主な支給対象職員

扶養手当

千円

同じ 39,699 千円 229,473 円

配偶者 13,000

そ
の
他
の
扶
養

親
族

1人につき

83,562

配偶者がいない1人目

満16歳から22歳の加算 5,000

6,500

11,000

支給実績
(平成24年度決算)

(注)

手　当　名
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の制度と異
なる内容

支給職員1人当たり

内容及び支給単価 平均支給年額

(平成24年度決算)

夜間勤務手当
勤務1時間当たり

の支給額×25/100 同じ 0 千円 0 円

住居手当
月額12,000円を超える家賃を払っている者
　月額100円～27,000円

同じ 11,950 千円 202,542 円

通勤手当

徒歩通勤した場合の距離が片道2km以上であ
るとき
1． 交通機関等の利用者
　6ヶ月定期代相当額を6ヶ月毎に支給(月額
55,000円限度)
2． 自動車等の使用者　距離に応じて支給
　(※3,000円～24,500円)
3． 徒歩通勤者
　支給しない

同じ 33,606 千円 123,551 円

管理職手当

・局長  91,000円
・理事(局長級)   87,000円
・部長  83,000円
・理事  79,000円
・部次長  70,000円
・課長  66,000円
・参事  62,000円

同じ 14,435 千円 759,736 円
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